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(注)　募集金額は、発行価額の総額(日本国内において販売される

転換社債型新株予約権付社債の総額の上限)であります。日

本国内において販売される転換社債型新株予約権付社債の

総額に関しましては、本文「第一部　証券情報　第１　募

集要項　１　新規発行新株予約権付社債(短期社債を除

く。)」をご参照ください。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取

引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一

般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上

記の金額とは異なります。

 
【安定操作に関する事項】 １　今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場

価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令

第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があり

ます。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び証

券会員制法人札幌証券取引所でありますが、これらのうち主

たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する

金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

 
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)】

本新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本

新株予約権」という。)の募集については、発行価額(各社債の金額100円につき金100円)にて後記「２　新株予約権付

社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託　(1) 新株予約権付社債の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額(発行価格、各社債の金額100円につき金102.5円)で一般募集を行います。引受人は払

込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当

社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

 

銘柄 株式会社トーモク第５回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株

予約権付社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金3,000,000,000円(注)１

各社債の金額(円) 金1,000,000円

発行価額の総額(円) 金3,000,000,000円(注)１

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金102.5円(注)２

発行価額(円) 各社債の金額100円につき金100円(注)３

ただし、本新株予約権を引き受ける者は、本新株予約権と引換えに金銭の払

込みを要しないものとする。

利率(％) 本社債には利息を付さない。

利払日 該当事項なし

利息支払の方法 該当事項なし

償還期限 平成34年３月18日(金)

償還の方法 １　償還金額

各社債の金額100円につき金100円

ただし、繰上償還する場合は本欄第２項第(3)号または第(4)号に定める

金額による。

２　償還の方法及び期限

(1) 本社債は、平成34年３月18日にその総額を償還する。ただし、本社債

の繰上償還に関しては、本項第(3)号または第(4)号に、買入消却に関

しては本項第(6)号に定めるところによる。

(2) 本社債を償還すべき日(本項第(3)号または第(4)号の規定により本社債

を繰上償還する日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日に

あたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
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(3) 組織再編行為による繰上償還

①　組織再編行為(本号⑤に定義する。以下同じ。)が当社の株主総会で

承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した

場合または会社法に従いその他の機関が決定した場合)において、当

社が、かかる承認の日(以下「組織再編行為承認日」という。)まで

に、社債管理者に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。以下同

じ。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において

日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社として

は想定していない旨を記載し、当社の代表者の記名捺印した書面を

交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日

またはそれ以前の日とする。ただし、当該組織再編行為の効力発生

日が組織再編行為承認日から30日以内に到来する場合には、本①に

定める公告を行った日から30日目以降の日とする。)の30日前までに

必要事項を公告したうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)

を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為

償還金額」という。)で繰上償還する。

 

②　組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。以下同

じ。)及び償還日に応じて本②の表(本社債の各社債の金額に対する

割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。

組織再編行為償還金額(％)

償還日
参照パリティ

70 80 90 100 110 120 130

平成29年

３月23日
98.01 99.99 103.04 107.39 113.20 120.62 130.00

平成30年

３月17日
98.35 100.18 103.12 107.38 113.16 120.65 130.00

平成31年

３月17日
98.65 100.26 103.02 107.20 112.98 120.55 130.00

平成32年

３月17日
98.92 100.20 102.68 106.73 112.57 120.35 130.00

平成33年

３月17日
99.25 99.94 101.83 105.62 111.68 120.05 130.00

平成34年

３月17日
100.00 100.00 100.00 100.00 110.00 120.00 130.00

 

(注)　上記表中の数値は、平成29年２月24日(金)現在における見込みの数値

であり、平成29年３月13日(月)から平成29年３月15日(水)までの間の

いずれかの日(以下「転換価額等決定日」という。)に、当該転換価額

等決定日における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びそ

の他の市場動向を勘案した当該償還時点における本社債の価値を反映

する金額となるような数値に決定される。

 

③　「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式

の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式

１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点

で有効な転換価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第１項

第(3)号に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第５位ま

で算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)と

し、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会

その他の機関において決議または決定された当該組織再編行為の条

件(当該組織再編行為に関して支払われもしくは交付される対価を含

む。)が公表された日の直後の取引日に始まる５連続取引日の株式会

社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示

を含まない。以下本項において同じ。)の平均値を、当該５連続取引

日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第５位ま

で算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)と

する。当該５連続取引日において別記「新株予約権の行使時の払込

金額」欄第２項第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の

調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普

通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に調整さ

れるものとする。本③及び本項第(4)号②において「取引日」とは、

株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の

普通取引の終値が発表されない日を含まない。
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④　参照パリティまたは償還日が本号②の表に記載されていない場合に

は、組織再編行為償還金額は、以下の方法により算出される。

(イ)　参照パリティが本号②の表の第１行目に記載された２つの値の

間の値である場合、または償還日が本号②の表の第１列目に記

載された２つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償

還金額は、かかる２つの値またはかかる２つの日付に対応する

本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる２つの値ま

たはかかる２つの日付の間を直線で補間して算出した数値によ

り算出した数値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入

し、これを百分率で表示する。)とする。ただし、日付に係る補

間については、１年を365日とする。

 
(ロ)　参照パリティが本号②の表の第１行目の右端の値より高い場合

には、参照パリティはかかる右端の値と同一とみなす。

 
(ハ)　参照パリティが本号②の表の第１行目の左端の値より低い場合

には、参照パリティはかかる左端の値と同一とみなす。

 

ただし、組織再編行為償還金額は各社債の金額の130％を上限とし、

本号②の表及び本④(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が

130％を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の

130％とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の

100％を下限とし、本号②の表及び本④(イ)乃至(ハ)の方法に従って

算出された値が100％未満となる場合には、組織再編行為償還金額は

各社債の金額の100％とする。

 

⑤　「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、吸収分割また

は新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、

かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限

る。)、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換または株式

移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続に

より本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられるこ

ととなるものを総称していう。

 

⑥　「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称し

ていう。

(イ)　合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

吸収合併存続株式会社または新設合併設立株式会社

(ロ)　吸収分割　吸収分割承継株式会社

(ハ)　新設分割　新設分割設立株式会社

(ニ)　株式交換　株式交換完全親株式会社

(ホ)　株式移転　株式移転設立完全親株式会社

(ヘ)　上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続　本社債

に基づく当社の義務を引き受ける株式会社

 

(4) 上場廃止等による繰上償還

①　(イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、当社普

通株式の保有者に対して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公

開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表

明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普

通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその

上場が廃止される可能性があることを当社または公開買付者が公表

または認容し(ただし、当社または公開買付者が、当該公開買付け後

も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう

最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者

が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社

は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに

係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に必要事項

を公告したうえで、当該公告において指定した償還日(かかる償還日

は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とす

る。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決

定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償

還する。
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②　上場廃止等償還金額は、本項第(3)号記載の組織再編行為償還金額の

算出方法と同様の方法により算出される。ただし、参照パリティ

は、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買

付期間の末日時点で有効な公開買付価格を、同日時点で有効な転換

価額で除して得られた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨

五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合

には、公開買付期間の末日に終了する５連続取引日の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、公

開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第

５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示す

る。)とする。当該５連続取引日において別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第２項第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換

価額の調整事由が生じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株

式の普通取引の終値の平均値は、社債管理者と協議のうえ合理的に

調整されるものとする。

 

③　本号①にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けに

よる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を、

当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合に

は、本号①の規定は適用されない。ただし、当該取得日から60日以

内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が到来しなかった

場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告

したうえで、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当

該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日とする。)に、

残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上

償還する。

 

④　本項第(3)号に定める繰上償還事由及び本号①または③に定める繰上

償還事由の両方が発生した場合には、本社債は本項第(3)号に従って

償還されるものとする。ただし、本項第(3)号に定める繰上償還事由

が発生した場合において、組織再編行為承認日の前に本号①または

③に基づく公告が行われたときは、本社債は本号に従って償還され

るものとする。

 

(5) 当社は、前２号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還

を取消すことはできない。また、前２号の規定により本社債を繰上償

還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社

債の償還により別記「新株予約権の行使期間」欄第(4)号に従って本新

株予約権が行使できなくなることによりその全部が消滅する。

 

(6) 当社は、法令または振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に別途

定められている場合を除き、払込期日(別記「払込期日」欄に定める。

以下同じ。)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることが

できる。買入れた本社債を消却する場合、本新株予約権については別

記「新株予約権の行使の条件」欄に従って行使できなくなることによ

り消滅する。

 
３　償還元金の支払場所

別記「(注)19　償還金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金102.5円。なお、申込証拠金のうち発行価額相当

額(各社債の金額100円につき金100円)は、払込期日に払込金額に振替充当す

る。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 平成29年３月16日(木)から平成29年３月17日(金)まで((注)４)とし、当該期

間内に下記「申込取扱場所」欄に記載の申込取扱場所へ申込証拠金を添えて

申込むものとする。

申込取扱場所 後記「２　新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託　(1)

新株予約権付社債の引受け」に記載の引受金融商品取引業者の本店及び国内

各支店

払込期日 平成29年３月23日(木)(注)４

本新株予約権の割当日も同日とする。
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振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保 本新株予約権付社債には担保または保証は付されておらず、また本新株予約

権付社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約

(担保提供制限)

１　当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で今後発行する

他の転換社債型新株予約権付社債のために当社の資産に担保権を設定す

る場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担

保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債

務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下同じ。)は、

本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担

保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２

条第22号に定義される新株予約権付社債であって、会社法第236条第１項

第３号の規定により、新株予約権の内容として当該新株予約権付社債を

新株予約権の行使に際してする出資の目的とするものをいう。

２　本欄第１項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でないと

きは、当社は本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社

債管理者が適当と認める担保権を設定する。

３　当社が吸収合併、株式交換または吸収分割により、担保権の設定されて

いる吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社または吸収分割会社の転換

社債型新株予約権付社債を承継する場合には、前２項は適用されない。

財務上の特約

(その他の条項)

１　担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本新株予約権付社債のた

めに社債管理者が適当と認める担保権を、担保付社債信託法に基づき

設定することができる。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または前号により本新

株予約権付社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに

登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第

41条第４項の規定に準じて公告する。

２　特定資産の留保

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の有する特定の資産

(以下「留保資産」という。)を本新株予約権付社債以外の債務に対し

担保提供を行わず本新株予約権付社債のために留保する旨の特約を社

債管理者との間に締結することができる。

(2) 前号の場合、当社は社債管理者との間で次の①乃至⑦についても同時

に特約を締結する。

①　留保資産のうえに本新株予約権付社債の社債権者(以下「本社債権

者」という。)の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利もしくは

その設定の予約、または本新株予約権付社債の担保とすることを妨

げる約束が一切存在しないことを当社が保証する旨。

②　当社は社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もし

くは貸与しない旨。

 
③　当社は原因の如何にかかわらず、留保資産の価額の総額が著しく減

少したとき、または留保資産を害するおそれのある場合は、ただち

に書面により社債管理者に通知し、その指示に従う旨。

 
④　当社は社債管理者が本新株予約権付社債に係る債権の保全のために

必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を

留保資産に追加する旨。

 

⑤　当社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場

合には、社債管理者の事前の書面による承諾を得て、留保資産の一

部または全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、

または、留保資産から除外することができる旨。

 
⑥　当社は社債管理者が本新株予約権付社債権保全のために必要と認め

請求したときは、ただちに本新株予約権付社債のために留保資産に

担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

 

⑦　前⑥の場合、留保資産のうえに社債管理者が適当と認める担保権を

設定できないときは、当社は本新株予約権付社債のために社債管理

者が適当と認める他の資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保

権を設定する旨。
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(3) 本項第(1)号の場合、社債管理者は、本社債権者保護のために必要と認

められる措置をとることを当社に請求することができる。

 

(4) 当社が吸収合併、株式交換または吸収分割により、担保権が設定され

ている、または留保資産提供が行われている吸収合併消滅会社、株式

交換完全子会社または吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を

承継する場合は、本項第(1)号及び第(2)号は適用されない。

 

３　利益維持

(1) 当社は、本社債の払込期日以降、本社債の未償還残高が存する限り、

当社の各事業年度に係る監査済連結損益計算書(連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則により作成されたものとし、以下「連

結損益計算書」という。)に示される経常損益が損失とならないものと

する。

 

(2) 当社の各事業年度に係る連結損益計算書に示される経常損益が３期連

続して損失となった場合、その最終の事業年度(以下「最終事業年度」

という。)の末日から４か月を経過した日に前号の違背が生じたものと

みなす。

 

(3) 前号の規定は、最終事業年度の経常損失額がその直前事業年度の経常

損失額を下回り、かつ、３期間の経常損失累計額が当該連続経常損失

発生１期目の直前事業年度の末日における監査済連結貸借対照表(連結

財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成されたも

のとする。)に示される純資産合計額の30％を超えない場合には適用し

ない。ただし、当該最終事業年度の直前事業年度の経常損失に関し

て、本号本文により前号の適用を免れていた場合を除く。
 

(注) １　上記振替社債の総額及び発行価額の総額は、平成29年３月３日(金)開催の取締役会において決議された本新

株予約権付社債の総額(以下「本新株予約権付社債の発行総額」という。)3,000百万円の発行に係る募集の

うち、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される本新株予約権付社債の総額(以下「国内販

売額」という。)の上限であります。本新株予約権付社債の募集においては、本新株予約権付社債のうちの

一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して同

時に販売(以下「海外販売」という。)されることがありますが、海外販売に係る本新株予約権付社債の総額

(以下「海外販売額」という。)は、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)現在、未定であるため、上

記振替社債の総額及び発行価額の総額は国内販売額の上限を記載しています。

なお、本新株予約権付社債の発行総額3,000百万円のうち国内販売額(振替社債の総額及び発行価額の総額)

及び海外販売額は、国内販売及び海外販売の需要状況等を勘案した上で、本(注)４記載の転換価額等決定日

に決定されますが、海外販売額は本新株予約権付社債の発行総額3,000百万円の半額以下とするため、国内

販売額(振替社債の総額及び発行価額の総額)は本新株予約権付社債の発行総額3,000百万円の半額以上とな

ります。海外販売の内容につきましては、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類　８　臨時報告書」に

記載の平成29年３月３日(金)付臨時報告書及び本(注)４記載の転換価額等決定日に提出される当該臨時報告

書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。

２　一般募集は発行価格にて行います。

３　発行価額は当社が引受人より本新株予約権付社債の払込金額として受取る各社債の金額100円あたりの金額

であります。

４　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、平成29年３月13日(月)から平成29年

３月15日(水)までの間のいずれかの日(以下「転換価額等決定日」という。)において正式に決定する予定で

あります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案したうえで、繰り上げることが

あります。当該需要状況等の把握期間は、最長で平成29年３月９日(木)から平成29年３月15日(水)を予定し

ておりますが、実際の転換価額等の決定期間は平成29年３月13日(月)から平成29年３月15日(水)までを予定

しております。

したがいまして、

(1) 転換価額等決定日が平成29年３月13日(月)の場合、申込期間は「自　平成29年３月14日(火)　至　平成

29年３月15日(水)」、払込期日は「平成29年３月21日(火)」

(2) 転換価額等決定日が平成29年３月14日(火)の場合、申込期間は「自　平成29年３月15日(水)　至　平成

29年３月16日(木)」、払込期日は「平成29年３月22日(水)」

(3) 転換価額等決定日が平成29年３月15日(水)の場合、上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意ください。

５　本新株予約権付社債の募集に関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に関しま

しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照ください。
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６　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本新株予約権付社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、信用格付業者が公表する情報

の入手方法は以下のとおりです。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業

者の連絡先)

株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)

信用格付：ＢＢＢ＋(トリプルＢプラス)(取得日平成29年３月３日)

入手方法：Ｒ＆Ｉのホームページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース／クレジットコメン

ト」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に

掲載されております。

問合せ電話番号：03－3276－3511

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに

履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見です。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性

リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するもの

ではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。

また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、

完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではありません。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付

を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取

り下げたりすることがあります。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。

７　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を

受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従

い本社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権付社債に係る

新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券が

発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本社債権者は、かかる新株予約権付社債券を

記名式とすることを請求することはできない。

８　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)16に定めるところにより、その旨を公

告するものとする。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の

条項)」欄第１項第(1)号の定めるところにより当社が本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づ

き社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときには、本(注)８

(2)または(3)に該当しても期限の利益を喪失しない。

(1) 当社が別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(3) 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第３項第(2)号に基づき同項第(1)号の違背が生じたもの

とみなされたとき。

(4) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号乃至第(8)号、別記「財務上の特約(そ

の他の条項)」欄第１項第(2)号、本(注)10、本(注)11、本(注)12(2)、本(注)15、または本(注)16に定

める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。

(5) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが

できないとき。

(6) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその

他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行

をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この

限りではない。

(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお

いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(8) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令

を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。

(9) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押もしくは仮処分の執行もしくは競売(公売

を含む。)の申立てを受け、または滞納処分としての差押を受ける等当社の信用を著しく害損する事実

が生じ、かつ社債管理者が本社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当であると認めたとき。
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９　担保提供制限に係る特約の解除

当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第１項第

(1)号により本新株予約権付社債のために担保権を設定した場合、または、別記「財務上の特約(その他の条

項)」欄第２項により本新株予約権付社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認したときに

は、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び本(注)11(2)は適用されない。

10　社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の分配(会社法

第454条第５項に定める中間配当を含む。)については、取締役会決議後ただちに書面をもって社債管理者

にこれを通知する。ただし、当該通知については、当社が本(注)10(2)に定める社債管理者への通知を

行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が会社法第441

条第１項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付資料の写しを当該事業年度経過後

３か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引

法第24条の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても

上記書類の取扱に準ずる。また、当社が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞

なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき有価証券報告

書、四半期報告書または臨時報告書及びそれらの訂正報告書(添付資料を含み、以下「報告書等」とい

う。)の電子開示手続きを行う場合は、これら報告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知

をもって社債管理者への報告書等の提出に代えることができる。

11　社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本新株予約権付社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたとき

は、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、代表者の記名捺印した書面によりこれを社債管理者に通知

する。

(2) 当社は、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債のため

に担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額及び担保物その他必要な事項

を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

①　事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

②　当社の事業の全部または重要な一部の管理を他に委託しようとするとき。

③　事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止もしくは廃止しようとするとき。

④　資本金の額または準備金の額を減少しようとするとき。

⑤　株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社になろうとするとき。

⑥　組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。

⑦　解散をしようとするとき。

⑧　別記「償還の方法」欄第２項第(3)号または第(4)号に係る事実を公表するとき。

(4) 当社は、次の各場合には、ただちに書面により社債管理者へその旨を通知する。

①　支払停止になったとき、または手形交換所もしくはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受

けたとき。

②　社債を除く借入金債務について期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

③　事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押もしくは仮処分の執行または担保権の実行としての競

売(公売を含む。)の申立て、または滞納処分を受けたとき。

④　当社または第三者により、当社について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは

特別清算開始の申立てがあったとき。

12　社債管理者の調査権限

(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社ならびに当社の連結子会

社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書を提出しなければならない。また、社債

管理者は、当社の費用で自らまたは人を派遣して当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事

業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2) 本(注)12(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うと

きは、当社は、これに協力する。

13　債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第２項本文の規定にかかわらず、同条第１項に定める異議の申立てに関し、

社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

EDINET提出書類

株式会社トーモク(E00669)

有価証券届出書（参照方式）

 9/25



 

14　社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定め

て辞任することができる。

①　本社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)

②　社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする

場合

(2) 本(注)14(1)の場合には、当社ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる

手続を行わなければならない。

15　繰上償還の場合の通知及び公告

(1) 当社が別記「償還の方法」欄第２項第(3)号の規定により本社債を繰上償還しようとする場合は、当社は

当該償還期日の少なくとも60日前に書面により繰上償還しようとする旨その他必要事項を社債管理者に通

知する。

(2) 当社が別記「償還の方法」欄第２項第(4)号に定める繰上償還をする場合は、当該公開買付けによる当社

普通株式の取得日(別記「償還の方法」欄第２項第(4)号③ただし書の場合は60日間の末日)から７日以内

にその旨及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知する。

(3) 別記「償還の方法」欄第２項第(3)号または第(4)号に定める繰上償還をする場合の公告は、本(注)16に定

める方法によりこれを行う。

16　社債権者に通知する場合の公告

(1) 本新株予約権付社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令または契約に別段の定めがあるもの

を除いては、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙

(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他

の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定

款所定の公告方法によりこれを行う。

(2) 当社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令または契約に別段の定めがあるもの

を除いては、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができな

い事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市に

おいて発行する各１種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ

る。)によりこれを行う。

17　社債要項及び社債管理委託契約証書の公示

当社及び社債管理者は、その本店に本新株予約権付社債の社債要項及び社債管理委託契約証書の謄本を備え

置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

18　社債権者集会

(1) 本新株予約権付社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会

の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本新株予約権付社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本新株予約権付社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の１以上にあたる本新株予約権付社債を有する

社債権者は、本新株予約権付社債に係る社債等振替法第222条第３項の規定による書面を社債管理者に提

示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提

出して、社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本新株予約権付社債の金額の

合計額は本社債の総額に算入しない。

(4) 本新株予約権付社債及び本新株予約権付社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債の社債

権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。本(注)18(1)乃至(3)の規定は、本(注)18(4)の社債

権者集会について準用する。

19　償還金の支払

本社債に係る償還金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

20　発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

21　本新株予約権付社債は別記「払込期日」欄記載の払込期日の翌営業日に株式会社東京証券取引所へ上場を予

定している。

したがって、

(1) 転換価額等決定日が平成29年３月13日(月)の場合、上場日は「平成29年３月22日(水)」

(2) 転換価額等決定日が平成29年３月14日(火)の場合、上場日は「平成29年３月23日(木)」

(3) 転換価額等決定日が平成29年３月15日(水)の場合、上場日は「平成29年３月24日(金)」となる予定であ

るが、上場日は変更されることがある。

本新株予約権付社債は、上場日から売買を行うことができる。

社債等振替法の適用により、本新株予約権付社債の売買は、振替機関または口座管理機関における振替口座

での振替により行われる。
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(新株予約権付社債に関する事項)

 

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる

株式であり、単元株式数は1,000株である。

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行

使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第１項第(3)号に定める転換価額で除して得られる数とす

る。この場合に１株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金によ

る調整は行わない。

新株予約権の行使時の払

込金額

１　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはそ

の算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社

債を出資するものとする。

(2) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の

払込金額と同額とする。

(3) 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに

あたり用いられる価額(以下「転換価額」という。ただし、別記「組織

再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において、「転

換価額」は、承継新株予約権(別記「組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項」に定める。)の行使により交付する承継会社等の

普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初、

日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規

定される方式による需要状況等の結果を考慮し、平成29年３月13日

(月)から平成29年３月15日(水)までの間のいずれかの日(転換価額等決

定日)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に、同日

に108％から113％の範囲内で決定される値を乗じて算出される金額と

し、計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨て

るものとする。なお、上記計算の結果算出される転換価額が294円を下

回るときは、本新株予約権付社債の発行を中止する。(注)１

ただし、転換価額は本欄第２項第(1)号乃至第(7)号に定めるところに

より調整されることがある。

 ２　転換価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由に

より当社の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性

がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整

式」という。)をもって転換価額を調整する。

     
既発行
株式数

 
＋

発行・処分
株式数

×
１株あたりの
払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価

既発行株式数＋発行・処分株式数
 

 (2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及

びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところに

よる。

①　時価(本項第(6)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額を

もってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する

当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。

調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、

また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える

場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降こ

れを適用する。

 ②　当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする

場合。

調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当て等により株式

を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効

力発生日)の翌日以降これを適用する。
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 ③　時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得され

る証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当

社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換え

に取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権

利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることが

できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発

行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債

を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償

として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。

調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株

予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させる

ことができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含

む。)の全てが当初の転換価額で取得されまたは当初の転換価額で行

使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日

または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に

割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定め

るための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日

以降これを適用する。

ただし、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約

権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的

とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したと

きは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株

予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させる

ことができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権

を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当

社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基

づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能

となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転

換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当

該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付

されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して

算出してこれを適用する。

 ④　本号①乃至③の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該

基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件と

しているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額

は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合にお

いて、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約

権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新

株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付する。ただし、株式の交付については別記(新株予約権付

社債に関する事項)(注)５の規定を準用する。

 
 
株式数

 
 
＝

(調整前転換価額－
調整後転換価額)

×
調整前転換価額に
より当該期間内に
交付された株式数

調整後転換価額
 

この場合に１株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金

による調整は行わない。
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 (3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(4)号に定める特別配当

を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額

調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価

額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
時価－１株あたり特別配当

時価
 

「１株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該

事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本

新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株あたり特

別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２

位を四捨五入する。

 (4) ①　「特別配当」とは、平成34年３月16日までの間に終了する各事業

年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式１株あたりの剰余

金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第２

項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準

日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の

目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累

計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を

転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数

第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てる。)に６を乗じた金額

とする。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、社債管理

者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当

該超過額をいう。

 ②　特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終

の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配

当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

 (5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価

額との差額が１円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行

わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換

価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代え

て、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとす

る。

 (6) ①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

 ②　転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価

額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本項第

(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の

場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。

 ③　新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当

該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合

は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以

外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(2)号ま

たは第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式

のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加え

た数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合に

は、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式

数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられ

る当社普通株式数を含まないものとする。
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 (7) 当社は、本項第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号

①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、

転換価額の調整を適切に行うものとする。

①　株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割ま

たは株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

 ②　本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性

が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

 ③　当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転

換価額の調整を必要とするとき。

 ④　金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配

当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。

 ⑤　転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由

に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方

の事由によって調整されているとみなされるとき。

 (8) 本項第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行う

ときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事

項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を

公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の公告を行うことがで

きないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。この場合の公告

の方法は、別記「１　新規発行新株予約権付社債(短期社債を除

く。)」(注)16に定める。

新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価額の総

額

金3,000,000,000円(注)２

(会社法上の本新株予約権の全部を行使した場合における当該行使に際して出

資の目的とする財産の価額の総額)

新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額

１　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する場合の株式１株の発行価格は、当該

行使に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を別記「新株

予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式

の数で除して得られる金額となる。

 ２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項

 (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額

の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。

 (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本

準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)

号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間 本新株予約権者は、平成29年５月１日から平成34年３月16日までの間(以下

「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対し

て当社普通株式の交付を請求すること(以下「行使請求」という。)ができ

る。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものと

する。

 (1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第１項に定める基準日を

いう。)及びその前営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。以下同

じ。)

 (2) 振替機関が必要であると認めた日

 (3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新

株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止

する期間(当該期間は１か月を超えないものとする。)その他必要な事項

をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日

の１か月前までに必要な事項を公告した場合における当該期間
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 (4) 別記「償還の方法」欄第２項第(3)号または第(4)号に定めるところによ

り、平成34年３月16日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日

の前銀行営業日以降

 (5) 別記「１　新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)」(注)８に定

めるところにより、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合に

は、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降

新株予約権の行使請求の受付場

所、取次場所及び払込取扱場所

１　新株予約権の行使請求の受付場所

株主名簿管理人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
 

 ２　新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項なし

 ３　新株予約権の行使請求の払込取扱場所

該当事項なし

 ４　新株予約権の行使請求の方法

(1) 本新株予約権の行使請求は、振替機関または口座管理機関に対し行使

請求に要する手続を行い、行使請求期間中に振替機関または口座管理

機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより

行われる。

 (2) 振替機関または口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者

は、その後これを撤回することができない。

新株予約権の行使の条件 当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債

に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一

部について本新株予約権を行使することはできないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び

取得の条件
本新株予約権の取得事由は定めない。

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権付社債は、会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めによ

り本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容

各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出

資するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権

の交付に関する事項

当社が、組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第２項第(3)号に

基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直

前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権

者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新

株予約権で、本項第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」

という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新

株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に

承継された本社債に係る債務を以下「承継社債」という。)、本新株予約権者

は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本「１　新規発行新株

予約権付社債(短期社債を除く。)」の本新株予約権に関する規定は承継新株

予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を行う場合は、

本項第(1)号乃至第(8)号の内容に沿って、その効力発生日の直前において残

存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継

会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継す

る旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものと

する。

 (1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数

組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と

同一の数とする。

 (2) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

 (3) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法

行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本

項第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に１株

未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。
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 (4) 承継新株予約権付社債の転換価額

組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新

株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発

生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受

領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継社債に付

したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為

の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、別記

「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項第(1)号乃至第(7)号に準じ

た調整を行う。

 (5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額また

はその算定方法

交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権

に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。

 (6) 承継新株予約権を行使することができる期間

組織再編行為の効力発生日(当社が別記「新株予約権の行使期間」欄第

(3)号に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日ま

たは当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、別記

「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使請求期間の満

了日までとする。

 (7) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項

別記「新株予約権の行使の条件」欄及び別記「自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件」欄に準じて決定する。

 (8) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額」欄第２項に準じて決定する。
 

(注) １　今後、転換価額等(転換価額及び引受人の引受金額)が決定された場合は、転換価額等及び転換価額等の決定

に伴い連動して訂正される事項(振替社債の総額及び発行価額の総額(国内販売額)、組織再編行為償還金

額、海外販売額、基準配当金、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額、発行

諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額及び手取概算額合計をいう。以下同じ。)につい

て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、転換価額等決定日の翌日付の日本経済新聞及び転換価額等の決定

に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社

ウェブサイト(［URL］https://www.tomoku.co.jp/news/)(以下「新聞等」という。)において公表します。

なお、転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額等及び転換価額等の決定に伴い連

動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ

れ、新聞等による公表は行いません。

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、国内販売額の上限において本新株

予約権付社債が発行された場合に、当該本新株予約権付社債に付された本新株予約権の行使により発行され

る株式の発行価額の総額である。

３　本社債に付された新株予約権の数

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、国内販売に係る本新株予約権付社債及び海外販売に係る

本新株予約権付社債を合わせて合計3,000個の本新株予約権を発行する。

４　新株予約権行使の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生す

る。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債についての弁済期が到来

するものとする。

５　株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約

権者が指定する振替機関または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うこ

とにより株式を交付する。

６　単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱

当社が当社普通株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会または種類株主総会において一個の

議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定めを廃止しまたは変更する場合等、本「１　新規

発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)」の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社及

び社債管理者が協議して必要な措置を講じる。
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２ 【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

(1) 【新株予約権付社債の引受け】

 

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

未定

１　引受人は、本新株予約権
付社債の全額につき連帯
して買取引受けを行いま
す。

２　引受手数料は支払われま
せん。ただし、一般募集
における価額(発行価格)
と発行価額との差額(各
社債の金額100円につき
金2.5円)の総額は引受人
の手取金となります。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

計 ― 3,000 ―
 

(注) １　引受金額及び引受金額の合計(振替社債の総額及び発行価額の総額)は、転換価額等決定日に決定されます。

なお、引受金額及び引受金額の合計(振替社債の総額及び発行価額の総額)は、国内販売額(振替社債の総額

及び発行価額の総額)の上限(引受金額は未定)に係るものであります。

２　一般募集の共同主幹事会社はＳＭＢＣ日興証券株式会社(事務主幹事会社兼単独ブックランナー)及びみずほ

証券株式会社であります。

 

(2) 【新株予約権付社債管理の委託】

 

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号

１　社債管理者は、本新株予約
権付社債の管理を受託しま
す。

２　本新株予約権付社債の社債
管理手数料については、社
債管理者に期中において年
間各社債の金額100円につ
き金4.5銭を支払うことと
します。
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３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

3,000 20 2,980
 

(注) １　引受手数料は支払われないため「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、「発行諸費用の概算額」には消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額(発行価額の総額)、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売額(振替社債の総

額及び発行価額の総額)の上限に係るものであります。海外販売額に係るものにつきましては、後記「第三

部　参照情報　第１　参照書類　８　臨時報告書」に記載の平成29年３月３日(金)付臨時報告書及び転換価

額等決定日に提出される当該臨時報告書の訂正報告書の各記載内容をご参照ください。

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額2,980百万円(国内販売額が上限の場合の概算額であり、海外販売額の決定に伴い減額されま

す)については、海外販売の手取概算額(未定)と合わせた手取概算額合計2,980百万円について、500百万円を平成29

年３月中に当社子会社であるトーモクベトナム社における増資のための投融資資金に、1,240百万円を平成29年３月

中に自己株式取得のために取り崩す手元資金の一部に、残額については平成30年３月までに運転資金のために金融

機関から借入れた長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

なお、当該自己株式取得の概要につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　自己株式の

取得について」をご参照下さい。

 

第２ 【売出要項】

　

該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

　

１　オーバーパー(額面超過)での募集について

本新株予約権付社債の募集については、発行価額(各社債の金額100円につき金100円)にて引受人は買取引受けを行

い、当該発行価額と異なる価額(発行価格、各社債の金額100円につき金102.5円)で一般募集を行います。

本新株予約権付社債を償還期限まで保有した場合の償還金額は各社債の金額100円につき金100円となりますので、

償還金額は発行価格(各社債の金額100円につき金102.5円)を下回ることになります。また、前記「第１　募集要項　

１　新規発行新株予約権付社債(短期社債を除く。)」の「償還の方法」欄第２項第(3)号または第(4)号により本新株

予約権付社債の繰上償還がなされる場合にも、償還金額が発行価格を下回る場合があります(当該繰上償還における償

還金額については、同欄第２項第(3)号及び第(4)号をご参照ください。)。

また、本新株予約権付社債に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額につきましても、各社債の金額

100円につき金100円となりますので、かかる額は本新株予約権付社債の募集における発行価格を下回ることになりま

す。

 

２　ロックアップについて

本新株予約権付社債の発行に関し、当社株主である三菱商事株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、当

該募集に関する引受契約の締結日に始まり、当該募集に係る払込期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下

「ロックアップ期間」という。)中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、引受契

約の締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)を売却等しない旨を合意しております。

また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書

面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発

行または売却(株式分割による新株式発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わない旨

を合意しております。

なお、上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解

除し、またはロックアップ期間を短縮する権限を有しております。

 

３　自己株式の取得について

当社は、平成29年３月３日(金)開催の取締役会において、株主還元及び資本効率向上のために、当社普通株式につ

き、株式会社東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、取得株式の総数3,700,000株、取

得価額の総額1,400,000,000円をそれぞれ上限とし、自己株式の取得に関する事項を決議しております。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

　

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

　

特に転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

 

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

 

今後、転換価額等(転換価額及び引受人の引受金額)が決定された場合は、転換価額等及び転換価額等の決定に伴い

連動して訂正される事項(振替社債の総額及び発行価額の総額(国内販売額)、組織再編行為償還金額、海外販売額、基

準配当金、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概

算額、海外販売の手取概算額及び手取概算額合計をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代

え、転換価額等決定日の翌日付の日本経済新聞及び転換価額等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か

ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.tomoku.co.jp/news/)

(以下「新聞等」という。)において公表します。なお、転換価額等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につ

いて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、転換価額等の決定に際し、転換価額等

及び転換価額等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書

の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載いたします。

 

(株価情報等)

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

平成26年３月３日から平成29年２月24日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び

株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

 

 

(注) １　・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。

２　ＰＥＲの算出は以下の算式によります。

ＰＥＲ(倍)＝
週末の終値

１株当たり当期純利益(連結)
 

平成26年３月３日から平成26年３月31日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成26年４月１日から平成27年３月31日については、平成26年３月期有価証券報告書の平成26年３月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成27年４月１日から平成28年３月31日については、平成27年３月期有価証券報告書の平成27年３月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

平成28年４月１日から平成29年２月24日については、平成28年３月期有価証券報告書の平成28年３月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。
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２ 【大量保有報告書等の提出状況】

平成28年９月３日から平成29年２月24日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出状況は、下記

のとおりであります。

　

提出者(大量保有者)の
氏名又は名称

報告義務発生日 提出日 区分
保有株券等の
総数(株)

株券等保有
割合(％)

株式会社みずほ銀行

平成28年10月14日 平成28年10月21日
変更報告書
(注)１

3,748,139 3.88

みずほ証券 株式会社 39,000 0.04

みずほ信託銀行株式会社 0 0.00

アセットマネジメントOne
株式会社

1,804,000 1.87
 

(注) １　株式会社みずほ銀行、みずほ証券 株式会社、みずほ信託銀行株式会社及びアセットマネジメントOne株式会

社は共同保有者であります。

２　上記の大量保有報告書等は関東財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社普通株式が上場している株式

会社東京証券取引所及び証券会員制法人札幌証券取引所に備置され、一般の縦覧に供されております。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照してください。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度第77期(自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)　平成28年６月27日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第78期第１四半期(自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日)　平成28年８月９日関東財務局長に提

出

 

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第78期第２四半期(自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日)　平成28年11月７日関東財務局長に提

出

 
４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度第78期第３四半期(自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日)　平成29年２月７日関東財務局長に提

出

 
５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成28年６月28日に

関東財務局長に提出

 

６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成28年７月27日に関東

財務局長に提出

 
７ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成28年８月９日に関東

財務局長に提出

 
８ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づく臨時報告書を平成29年３月３日に関東

財務局長に提出

(注)　なお、転換価額等決定日に本８の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類であります有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(平成29年３月３

日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等

に記載された内容を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については＿＿＿罫で示しております。

なお、有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載されたも

のを除き、当該事項については本有価証券届出書提出日(平成29年３月３日)現在においてもその判断に変更はなく、

また新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

事業等のリスク

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には次のようなものがあります。なお、本項において将来に関する事項が含まれておりますが、当該

事項は当連結会計年度末において判断したものであります。当社グループが事業活動する上でさまざまなリスクが伴

います。これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の回避、分散、ヘッジ等による軽減を図っております。し

かし、予想以上の事態が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(1) 事業に関するリスクについて

当社グループの主力事業である段ボールは中国市場の特需を背景とした原料逼迫によるコストプッシュ要因が一

時的に経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 為替及び金利変動に関するリスクについて

当社グループの業績、財政状況は為替相場の変動により影響を受けます。為替変動は外貨建取引から生じる資産

及び負債の円換算額に影響を及ぼすほか、外貨建てで取引される製品の価格及び売上高にも影響を及ぼす可能性が

あります。また、金利変動リスクにもさらされており、借入金の金利負担に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 自然災害等のリスク

大規模な地震や台風等の自然災害等によって当社グループの生産・物流・販売等の拠点に甚大な被害が発生する

可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 法規制・訴訟等に関するリスク

当社グループの事業は、製造物責任法、建築基準法、建設業法、運送業法、倉庫業法等各業法の他、環境規制、

知的財産、個人情報保護法等の様々な法規制の適用を受けております。また、法令遵守等コンプライアンス経営に

努めていますが、国内外の事業活動において、訴訟等のリスクを負っております。法的規制の改廃や新たな法的規

制が設けられた場合や訴訟等の内容及び結果によっては、当社グル－プの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

(5) 固定資産の減損リスク

当社グループは固定資産の減損に係る会計処理を適用しておりますが、今後、保有する固定資産について減損処

理が必要になった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 品質保証によるリスク

当社グループは取扱商品及び住宅資材等の品質管理に対し徹底した管理を行っておりますが、予期せぬ事情によ

り重大な品質問題等が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(7) 情報セキュリティのリスク

当社グループは、事業活動を通して、お客様や取引先の個人情報及び機密情報を入手することがあり、また、営

業上・技術上の機密情報を保有しております。サイバー攻撃、不正アクセス、コンピューターウィルスの侵入等に

より、万一これら情報が流出した場合や重要データの破壊、改ざん、システム停止等が生じた場合には、当社グ

ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

　

株式会社トーモク　本店

(東京都千代田区丸の内二丁目２番２号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)

　

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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